
与謝野町創業支援事業計画の概要 

市区町村 与謝野町 

創業支援事業者 与謝野町商工会、京都銀行、京都北都信用金庫 

概  要 

 与謝野町産業振興ビジョンに基づく取組みを具現化するため、Ｈ24.4.1 に『与

謝野町中小企業振興基本条例』を施行した。 

 この条例は、地域内循環型経済の構築及び地産地消の推進を推し進めるた

め、古くからもの作り産業が盛んである当地域を、行政・支援機関・金融機関が

連携し、支援体制を整備・構築することによって、年間１０件の創業の実現を目

指す。 

特  徴 

 与謝野町では、ものづくりに特化したビジネスモデル地域の構築やそれに伴う

資金調達など創業に必要となる創業支援を行います。 

1.経営サポート（セミナーや専門家派遣など経営に対するサポート） 

2.金融サポート（資金融資などに対するサポート） 

3.助成サポート（各種補助金などに対するサポート） 

4.相談サポート（全般的創業に関する相談支援） 

特定創業支援事業 与謝野町商工会 

＜全体像＞ 

 

 

与謝野町 

・創業支援窓口の設置 

・創業支援補助金 

・各機関との連携・情報共有 与謝野町商工会 

・経営支援員による伴走型支援 

・専門家派遣による個別支援 

・各種セミナーの開催 

 

金融機関 

（京都銀行・京都北都信用金庫） 

・創業支援窓口の設置 

・資金調達、金融支援 

・情報提供、専門家派遣 

創業希望者・創業者 

支援のあり方を模索・検討・調整 


